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京都府みどりの食料システム基本計画（仮称）（中間案） 

 

令和４年○月○○日作成 

 

京都府、京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、 

宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、 

八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、 

大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、 

笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、 

伊根町、与謝野町 

 

 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律

（令和４年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。）第16条第１項に基づき、こ

の基本計画を策定する。 

 

１ 本計画の策定背景 

 本府においては、令和元年12月に策定した「京都府農林水産ビジョン」（以下「ビジョン」と

いう。）に基づき、本府農林水産業の成長産業化に向けて、化学肥料や化学農薬の使用を低減する

環境にやさしい農業（有機農業、特別栽培農産物、京都こだわり栽培など）を推進してきたとこ

ろである。 

 近年、気候変動や生物多様性の低下など農林水産物及び食品の生産から消費に至る食料システ

ムを取り巻く環境が大きく変化しており、これらに対処し、農林漁業の持続的発展等を確保する

観点から令和３年５月にみどりの食料システム戦略が策定され、さらに同戦略の実現を目指す法

制度として、みどりの食料システム法が令和４年７月１日に施行された。 

 本計画は、ビジョンが目指す施策の方向性を踏まえつつ、農林漁業・食品産業の持続的発展と

食料の安定供給の確保に向けて、昨今の国際情勢の変化にも対応し、国産有機質肥料への転換な

ど輸入原料に過度に依存しない循環型農業の推進を図るものとする。 

 また、環境負荷低減事業活動で生産された農林水産物への消費者ニーズが高まる中、その価値

が販売価格に反映されていない課題があることから、京ものブランド戦略による付加価値の向上

や消費者理解の増進に向け、京野菜や宇治茶など伝統的な栽培技術と食に関する先端技術、世界

に誇る京都の食文化を融合する京都ならではのフードテックによる新たな付加価値の創出の展開

や、京都食ビジネスプラットフォームの体制強化によるイノベーションの促進など、各般の施策

と合わせて総合的に進めることとする。 

 

２ 計画期間 

 ５か年（令和５（2023）年度から令和９（2027）年度まで） 

 

３ 環境負荷低減に関する目標 

 環境負荷低減に関する目標については、化学肥料や化学農薬の使用を低減する取組の拡大を目

指すこととし、ビジョンの目標である環境にやさしい農業の取組面積とともに、国のみどり戦略

のKPI2030年目標を参考に、本計画で認定する環境負荷低減事業活動実施計画に取り組む農業者

数及び有機農業の取組面積等を指標に定める。 
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 なお、温室効果ガス削減目標については、「京都府地球温暖化対策推進計画」において設定され

た目標とする。 

 

【京都府の目標】 

指 標 基準（令和3年） 目標（令和9年） 

環境負荷低減事業活動実施計画等の認定者数（名） （エコファーマー※2 ７２９） １，０００ 

環境にやさしい農業※1の取組面積（ｈａ） ２，１６０ ３，０００ 

うち 有機農業の取組面積 （ｈａ） ２９５ ４００ 

※１ 化学肥料や化学農薬を慣行基準から3割以上低減する取組の総称（有機農業、特別栽培米等） 

※２ 「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づく生産計画を知事が認定する制度。 

令和４年７月みどりの食料システム法の施行に伴い廃止 

 

４ 環境負荷低減事業活動の内容 

 京都府において、農林漁業者が行う環境負荷低減事業活動として推奨する取組の類型、環境負

荷低減水準を定め、下記の（１）から（３）に示す類型のいずれかに取り組む活動計画の認定を

行う。 

（１）土づくり、化学肥料や化学農薬の使用を低減する取組を一体的に行う事業活動（１号活動） 

化学肥料や化学農薬の使用を慣行の３割以上低減する活動や、慣行の５割以上低減する特 

別栽培及び有機農業を推進する。 

取組にあたっては、みどりの食料システム法の施行に伴い廃止された「持続性の高い農業 

生産方式の導入の促進に関する法律」に基づくエコファーマー認定と同様に、有機質資材施

用技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術を実践するものとする。 

各技術の内容については「京都府における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」

に定めた持続性の高い農業生産方式の内容を参考とし、それぞれ１つ以上の取組を実践する

こととする。化学肥料や化学農薬の使用の低減については「京都府における農作物栽培に係

る慣行レベル」を基準とする。 

なお、１号活動の実施計画の認定については、京都府が進める環境にやさしい農業のうち、 

京都こだわり農法やエコファーマーが化学肥料や化学農薬の使用を概ね３割低減を設定し 

ていることから、「慣行の３割以上低減していること」を要件とする。その他の要件について 

は、別に定める「環境負荷低減事業活動の審査基準」に示す。 

 

【具体的な取組】 

    ※実施計画の認定に当たっては、以下のア）～ウ）の全ての取組を実施すること。 

    ア）有機質資材等による土づくり 

    イ）化学肥料低減（認定要件：慣行の３割以上低減） 

    ウ）化学農薬低減（認定要件：慣行の３割以上低減） 

 

（２）温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動（２号活動） 

温室効果ガスの削減については、「京都府地球温暖化対策推進計画」において、“2030 年度 

温室効果ガス排出量 40％以上削減（基準年度：2013 年度）”が設定され、特に農業を含む産

業部門32%以上の削減目標が掲げられている。 

削減に向けて、農林漁業の事業活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量削減に資する 
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以下の取組を推進する。 

 また、２号活動の実施計画の認定については、別に定める「環境負荷低減事業活動の審査

基準」に示す。 

 

【具体的な取組】 

    ※実施計画の認定に当たっては、以下のいずれかの取組を実施すること。 

    ア）施設園芸における省エネルギー化の取組 

      ・ヒートポンプや木質バイオマス暖房機の導入 

      ・変温管理制御、局所温度制御の実施等 

    イ）林業における省エネルギー化の取組 

      ・省エネ型高性能林業機械の導入 

    ウ）特用林産物生産における省エネルギー化の取組 

      ・ヒートポンプや木質バイオマス暖房機の導入 

    エ）漁業・養殖業における省エネルギー化の取組 

      ・省エネ型漁船用エンジン、ＬＥＤ集魚灯等の省エネ機器設備の導入 

    オ）水稲栽培における中干し期間の延長の実施 

      ・中干し期間の延長の実施 

    カ）家畜排せつ物管理方法の変更 

      ・自動攪拌機またはエアレーション装置の導入 

    キ）放牧の実施 

      ・放牧管理設備（牧柵、給水設備等）の導入 

ク）家畜飼料の栄養バランス改善や飼料添加物の活用 

・アミノ酸バランス改善飼料の給餌 

・牛への脂肪酸カルシウム添加飼料の給餌                等 

 

（３）農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動（３号活動） 

環境負荷低減に資するものとして、農林水産省令で定める事業活動のうち、以下の取組を 

推進する。 

また、３号活動の実施計画の認定については、別に定める「環境負荷低減事業活動の審査

基準」に示す。 

 

【具体的な取組】 

    ※活動計画の認定に当たっては、以下のいずれかの取組を実施すること。 

    ア）養液栽培における化学肥料や化学農薬の使用の低減 

      ・環境制御装置の導入 

    イ）家畜への環境負荷低減型飼料の給餌 

      ・粗タンパク質の含有率が低い飼料の給餌（家畜ふん尿中の窒素排出量の低減） 

      ・フィターゼ添加飼料の給餌（家畜ふん尿中のリン排出量の低減） 

    ウ）養殖業における給餌管理による残餌の流出抑制の取組 

      ・給餌管理システム、自動給餌機等の導入 

    エ）バイオ炭の農地施用 

      ・バイオ炭の農地土壌への施用 

    オ）生分解性マルチの利用 
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      ・生分解性マルチを使用して栽培 

    カ）プラスチック被覆肥料の代替技術の導入 

      ・硫黄コート肥料、ウレアホルム入り肥料等代替肥料を使用して栽培     等 

 

５ 特定区域※の設定 

 京都府では、特定区域の設定により地域のモデル的な取組を創出し、府内での展開や拡大を推

進することとしており、今後、市町村との協議に基づき定めていく。 

 ※特定区域：特定環境負荷低減事業活動を集団又は相当規模で行う区域 

 

６ 環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用することが期待される基盤確立事業の内容等 

環境負荷低減事業活動の促進にあたっては、環境負荷低減に資する先端的技術の開発や成果を

有効に活用することにより、農林漁業者の活動による環境負荷を低減させ、農林漁業の持続的な

発展につなげることが重要である。 

京都府においては、府内の農林漁業者が自らの状況に応じて適切な環境負荷低減事業活動を活

用できる環境整備を図るため、以下の取組を進めることとする。 

（１）新品種の育成、環境負荷低減に資する栽培技術の開発とその普及 

京都府農林水産技術センターにおいて、次に示す病害抵抗性を有し化学農薬の低減に資

する新しい品種の育成を行うとともに、有用な微生物や緑肥、堆肥等を活用した化学肥料

や化学農薬の使用の低減に資する病害虫の防除技術及び栽培技術、農地や森林、海洋が果

たす二酸化炭素等の吸収・固定能力を活用する技術の研究・開発を行う。 

新たに育成された品種や確立された防除技術及び栽培技術は、行政機関（府、市町村）、

研究機関及び農業改良普及センター等の伴走的な支援のもと生産者団体と一体となって

現地導入を進め、技術普及することにより、環境負荷低減事業活動の府域展開を推進する。 

 

  【主な研究】 

    ア）化学農薬低減に資する病害抵抗性を備えた品種の育成 

      ・水稲 品種「京式部」葉いもち・穂いもちほ場抵抗性（やや強） 

      ・黒大豆エダマメ 品種「新京夏ずきん（仮称）」SMV抵抗性 

      ・トウガラシ 品種「赤伏見（仮称））」TSWV、PMMoV抵抗性 

    イ）化学肥料や化学農薬の使用を低減する技術開発 

      ・脱プラスチック肥効調節型肥料の開発 

      ・次世代型黒大豆エダマメ栽培技術体系の確立 

      ・土壌病害抑制のための生物的防除資材の活用 

      ・花菜根こぶ病に対する新規土壌処理資材による防除 

    ウ）環境負荷低減に資する技術開発（ネガティブエミッション技術） 

      ・有機物連用による土壌炭素貯留 

      ・早生樹コウヨウザンの系統選定・植栽適地の解明 

      ・ブルーカーボンを活用した海藻養殖技術               等 

 

（２）みどりの食料システム戦略で示すスマート農業等の新技術導入と普及 

 京都府農林水産技術センターが開発・実証した資材・燃料削減、環境負荷低減効果が期

待されるスマート技術の現地導入を進めることで、資材や燃料削減による環境負荷低減を

図る。 
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また、京都府が参画した産学公連携研究により社会実装した「みどりの食料システム戦

略」技術カタログ掲載新技術についても現地導入を進めることで、化学肥料や化学農薬の

使用の低減による環境負荷低減を図る。 

新技術の普及にあたっては、京都府農業改良普及センターや京都府農林水産技術センタ

ーを中心に、大学や企業などと一層の連携を推進する。 

 

  【主な開発・実証技術】 

    ア）資材・燃料削減、環境負荷低減効果が期待されるスマート技術 

      ・水稲 収量コンバイン＋営農管理システム等の利用による適正施肥管理 

      ・茶  散布量自動調整式の乗用型防除機の利用による農薬使用量の低減 

      ・万願寺トウガラシ ハウス内環境データ活用による側窓や潅水の自動制御 

    イ）「みどりの食料システム戦略」技術カタログ掲載技術（京都府農技セ参画分） 

      ・赤色防虫ネット（商品名：サンサンネット e－レッド等） 

      ・バイオ肥料（商品名：夢バイオ） 

      ・植物ウイルスワクチン接種苗（商品名：ウイルスガードCW） 

 

（３）地域資源の活用 

ア 堆肥流通の円滑化と利用拡大 

地力を高める有機質の供給や炭素貯留効果のある堆肥を活用した土づくりは、持続的な

農業生産にとって重要であり、一層の耕畜連携の取組が必要である。畜産においては飼料

の大部分を海外からの輸入に依存していることから、飼料価格の高騰による畜産農家の経

営圧迫の改善が必要である。 

このため、京都府農林水産技術センターでは飼料用イネ（稲ＷＣＳや飼料用米）を活用

した自給飼料の割合を高める研究を開始することとし、この取組を契機に、自給飼料生産

や堆肥による土づくりを組み合わせた地域有用資源循環スタイルの構築を図る。取組にあ

たっては、府内の畜産農家、府内外の農業団体や肥料メーカー等の関係企業と共に耕畜連

携を図りつつ、進めることとする。 

イ バイオマスの活用 

堆肥の活用に加え、第２次京都府バイオマス活用推進計画に掲載する未利用バイオマス

（林地残材、竹、もみ殻、落ち葉等）や廃棄物系バイオマス（食品加工残さ、廃食用油、

下水汚泥、建築廃材等）、資源作物（早生樹）といった地域資源の活用を進める。 

  

７ 環境負荷低減事業活動等で生産された農林水産物等の流通及び消費の促進 

京都産農林水産物のブランド化を進める中で、高付加価値化の取組の一つとして環境負荷低減

を位置づける。また、有機農産物の学校給食利用などの地産地消や食育を通じた消費者理解の促

進により、環境負荷低減事業活動で生産された農林水産物の流通・消費拡大を図る。 

（１）環境負荷低減の価値を付加する流通販売の取組を実施 

フードテック等の先端技術を活用など環境負荷低減事業活動で生産された農林水産物と

ともに「京都食ビジネスプラットフォーム」等を通じて、生産、加工、流通・販売の異業種

間連携し、新たな付加価値を生み出す「京ものブランドサプライチェーン」を構築すること

により、「京都プレミアム中食」等の高付加価値商品として開発及び販売を行う。 

 

（２）消費者理解の促進 
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   環境負荷低減事業活動で生産された農林水産物は、マーケットが小さく、生産の手間が価

格に反映されていない現状があることから、活動計画の認定を通じて新たな付加価値の創出

を行うとともに、消費者への周知や需要の喚起を図る。 

また、有機農産物をはじめとする環境負荷低減事業活動で生産された農林水産物の地産地

消などの取組を促進する。 

さらに、食の安心・安全の取組をわかりやすく情報発信するとともに、消費者、事業者、

行政の交流を通じた相互理解を促進する。 

 

８ その他 環境負荷低減事業活動の促進に関する事項 

環境負荷低減事業活動の促進に当たっては、今後、特定区域の積極的な設定を通じて地域のモ

デル的な取組を創出し、府内で展開・拡大されるよう、府関係部局、市町村、農業者団体、関係

企業等の関係者と連携して対応することとする。 

施策の推進に当たっては、みどりの食料システム戦略の関連予算や環境保全型農業直接支払交

付金等を有効に活用する。 

また、環境保全にもつながる農業生産工程管理（ＧＡＰ）の推進や化学肥料や化学農薬の使用

の低減と省力化を踏まえた地域における栽培暦の見直しを進めるなど、消費者のニーズや現場の

実情を踏まえながら、環境負荷低減事業活動を促進する施策を講ずることとする。 

 

９ 関連する府計画等 

京都府が独自に策定している農林水産施策に関する計画等との整合を図る中で、関連予算、事

業を総合的に推進する。 

京都府農林水産ビジョン 

京都府環境基本計画（第３次計画） 

京都府地球温暖化対策推進計画 

京都府における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針 

京都府における農作物栽培に係る慣行レベル 

環境負荷低減事業活動の審査基準 

環境負荷低減に資する技術開発 

家畜排せつ物の利用を図るための計画  

第２次京都府バイオマス活用推進計画 

第６次食の安心・安全行動計画 

第４次京都府食育推進計画 


